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	介護保険事業者の指定基準等について


１　指定の要件

介護保険法上に基づく指定事業者となるために、事業所（施設）ごと、サービス種類ごとに以下の要件を満たしている必要があります。
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※施設サービス、地域密着型サービスは除いています。
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①　原則として申請者が「法人」であり、定款等で当該事業実施の旨が明確であること。

※申請者が、個人による経営が認められている病院、診療所、薬局におけるみなし
指定を受ける場合には法人格は不要です。
②　神奈川県条例に定められた「人員基準」を満たしていること。
③　神奈川県条例に定められた「設備基準」「運営基準」に従って、適正な事業運営が
できること。

④　申請者やその役員等が、介護保険法上の欠格事由に該当しない者であること。
従って、指定申請に当たっては、上記要件を満たしていることが分かる書類等をご提出いただき、これらについて書類審査及び必要に応じて現地確認等を行うこととなります。なお、「人員基準」「設備基準」「運営基準」はサービスの種類ごとに異なります。具体的には関係法令等をご確認ください。
２　基準等の確認
（１）人員、設備、運営等に関する基準　～基準条例の制定について～
○　従前、指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準等については、厚生省令及び厚生労働省令により全国一律の基準等が定められていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（平成23年法律第37号。いわゆる「第１次一括法」）及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、「介護保険法」が改正され、各地方自治体において、当該基準等を条例で定めることとなり、神奈川県では、次のとおり当該基準等を定める条例を制定しました。

○　県内（指定都市及び中核市を除く。）に所在する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、条例の施行日である平成25年４月１日から、条例に定められた基準等に従った事業運営を行わなければなりません。




（２）介護報酬に関する基準等

介護報酬とは、事業者が利用者（要介護者又は要支援者）に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用をいいます。

介護報酬は各サービス種類に設定されており、各サービス種類の基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっています。
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【指定居宅サービスに関する基準及び指定介護予防サービスに関する基準の解釈通知について】


○　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等及び指定介護予防サービス等の人員、設備運営等に関する基準等を定める条例等について


　　（平成25年３月29日付け高施第336号。以下「解釈通知」という。）





（参考）居宅条例及び予防条例の掲載場所


○　介護情報サービスかながわ（http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/）


→ライブラリ（書式／通知）


→５．国・県の通知


→高齢福祉分野における施設基準条例等の公布について


（� HYPERLINK "http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=686&topid=6" �http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=686&topid=6�）


→高齢福祉分野における施設基準等に関する解釈通知について


　（� HYPERLINK "http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=695&topid=6" �http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=695&topid=6�）


→高齢福祉分野における施設基準条例施行規則等の公布について


　 （� HYPERLINK "http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=695&topid=6" �http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=695&topid=6�）











【指定居宅サービスに関する基準】


○　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例


（平成25年神奈川県条例第20号。以下「居宅条例」という。）


○　指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則


　　（平成25年神奈川県規則第30号。）





【指定介護予防サービスに関する基準】


○　指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例


（平成25年神奈川県条例第21号。以下「予防条例」という。）


○　指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則（平成25年神奈川県規則第31号。）











（参考）介護報酬に関する基準等の掲載場所


※　厚生労働省のホームページ


　　　　　　　　所管の法令等


＞所管の法令、告示・通達等


＞法令検索　　� HYPERLINK "http://www.mhlw.go.jp/shokanhourei/" �http://www.mhlw.go.jp/shokanhourei/�











◆「平成25年度版　運営の手引き」について


サービスごとの基準や解釈通知、Ｑ＆Ａをコンパクトにまとめた冊子「運営の手引き」を「介護情報サービスかながわ」に掲載しています。





【運営の手引きの掲載場所】


介護情報サービスかながわ（� HYPERLINK "http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/" �http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/�）


－ライブラリ（書式／通知）


－９．運営状況点検書・運営の手引き


－２．運営の手引き


（� HYPERLINK "http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=541&topid=10" �http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=541&topid=10�）


－【各サービス】平成25年度版　運営の手引き
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